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平成28年度税制改正に関する提言を発表

「監督生活50年を振り返って」
横浜高校野球部前監督　渡辺元智氏
─三浦半島青年団体交流会主催講演会─
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われわれ法人会は、半世紀を超える歴史を通じ、
「健全な納税者の団体」として、税に関する活動
を中心に広く社会への貢献活動を展開してきた。
その歴史と実績を踏まえ、新公益法人等への移
行を契機に「税のオピニオンリーダーたる団体」
として、引き続き、租税教育など税の啓発活動を
中心とした公益的な活動をさらに積極的に展開
し、広く社会に貢献していくことをここに誓うも
のである。
わが国は、今、企業利益が総じて改善傾向にあり、
設備投資も増加基調に転じ始めるなど「アベノミ
クス」が一定の効果を上げ、緩やかな回復基調を
続けている。
しかしながら、米国の金融政策や中国経済など
外部環境が不確実性を増しており、新たな成長戦
略のもと、できるだけ早期に国民の実質所得、個
人消費、設備投資の好循環という持続的な成長サ
イクルを構築することが求められている。
加えて、持続可能な社会保障制度の確立と財政
健全化の両立も国家的課題となっている。これら
の課題に対応するに当たっては、その前提として、
行政改革の徹底が行われるべきである。
こうした中、アベノミクスによる効果は、地域
経済と雇用の担い手である中小企業に、まだ十分
に浸透していない。
日本経済の再生のためには、それぞれの地域を
支える中小企業の活性化が不可欠であり、われわ
れ法人会は、「法人実効税率20％台の早期実現」、
「事業承継税制の拡充」等を中心とする「平成28
年度税制改正に関する提言」の実現を強く求める
ものである。創設以来、納税意識の高揚に努めて
きた法人会は、ここ徳島の地で全国の会員企業の
総意として、以上宣言する。

� 平成27年10月８日　
� 全国法人会総連合全国大会　

大会宣言

10月８日、公益財団法人全国法人会総連合主催「第
32回法人会全国大会」が、徳島県・徳島県立産業観
光交流センター（アスティとくしま）で開催され、全
国から1,900名の各会代表が集い、初秋の徳島市が熱
気に包まれた。

当会からは、菅原会長、桜井副会長、釜谷事務局長
の３名が、税制改正に関する提言の発表などに参加した。

大会は、中原 広 国税庁長官、飯泉嘉門 徳島県知事
をはじめ、多くの来賓を迎えて挙行され、全法連・池
田弘一会長は冒頭の挨拶で、「全国大会は『法人会の
税制改正に関する提言』の内容を発表する場であると
ともに、全国各地の法人会の代表が一堂に会し、交流
と研さんを通じて、より一層連帯を深めることを目的
に、年に１回開催されています。

さて、新公益法人等への移行を契機に「税のオピニ
オンリーダーたる団体」として公益的な活動をさらに
積極的に展開するとともに、より透明性ある運営に心
がけ、引き続き広く社会に貢献してまいりたいと考え
ております。

ところで、我が国は、長引くデフレからの脱却と強
い経済の再生を目指した積極的な経済政策により、景
気の緩やかな回復基調を続け、好循環サイクルに入る
動きを示していると見られます。しかし、これを着実
な好循環軌道に乗せるには、まだまだ課題が山積して
いる状況です。

第32回 法人会全国大会 徳島大会開催
平成28年度税制改正に関する提言発表

全国大会で挨拶する　全法連・池田弘一会長

行財政改革の推進と
中小企業の活性化図る税制を求める

特に、地域経済と雇用の担い手である中小企業には、
経済政策の効果が十分浸透しておらず、引き続き地方
創生の取り組みを深化させつつ、多角的で実効性のあ
る戦略が求められます。また、財政健全化では、改め
て歳入・歳出一体による改革工程を示し、着実に実行
する必要があります。

法人会では、こうした観点から、このたび税制改正
に関する提言を取りまとめたところであり、その趣旨
が理解され、実現されることを強く期待するところで
あります。」と述べた。

Y o k o s u k a  H o u j i n k a i
全国大会　税制改正に関する提言
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１．財政健全化に向けて
○ 財政健全化目標を達成するには、厳しい財政規律の

下で歳出・歳入両面からより堅実な数値目標を設定
して地道に取り組むことが求められる。

　⑴ 財政健全化は歳出、歳入の一体的改革によって進
めることが重要である。歳入では安易に税の自然
増収を前提とすることなく、また歳出は聖域を設
けず具体的削減の方策と工程表を明示し着実に実
行すべきである。

　⑵ 消費税率10％への引き上げに当たっては、経済
への負荷を和らげる財政措置も必要であるが、そ
れが財政健全化の阻害要因とならないよう十分注
意すべきである。

　⑶ 国債の信認が揺らいだ場合、金利の急上昇など金
融資本市場に多大な影響を与え、成長をも左右す
ると考えられる。市場の動向を踏まえた細心の財
政運営が求められる。

２．社会保障制度に対する基本的考え方
○ 持続可能な社会保障制度を構築するには、適正な「負

担」を確保するとともに「給付」を「重点化・効率
化」によって可能な限り抑制することである。

　⑴ 年金については、「マクロ経済スライドの厳格対
応」、「支給開始年齢の引き上げ」、「高所得高齢者
の基礎年金国庫負担相当分の年金給付削減」等、
抜本的な施策を実施する。

　⑵ 医療については、成長分野と位置付け、大胆な規
制改革を行う必要がある。給付の急増を抑制する
ために診療報酬（本体）体系を見直すとともに、ジェ
ネリックの普及率80％以上を早期に達成する。

　⑶ 介護保険については、制度の持続性を高めるため
に真に介護が必要な者とそうでない者にメリハリ
をつけ、給付のあり方を見直す。

　⑷ 生活保護については、給付水準のあり方などを見
直すとともに、不正受給の防止などさらなる厳格
な運用が不可欠である。

　⑸ 少子化対策では、現金給付より保育所の整備など
現物給付に重点を置いた方が効果的である。

　⑹ 企業の過度な保険料負担を抑え、経済成長を阻害
しないような社会保障制度の確立が求められる。

３．行政改革の徹底
○ 消費税引き上げは国民に痛みを求めることに変わり

はなく、その理解を得るには地方を含めた政府・議
会が「まず隗より始めよ」の精神に基づき自ら身を
削らなければならない。

　⑴ 国･地方における議員定数の大胆な削減､歳費の抑
制。

　⑵ 厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の人員
削減と、能力を重視した賃金体系による人件費の
抑制。

　⑶ 特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
　⑷ 積極的な民間活力導入を行い成長につなげる。

４．消費税引き上げに伴う対応措置
○ 消費税率10％への引き上げにあたっては、行政改

革の徹底、歳出の見直しに本腰を入れるだけでなく、
景気動向も十分注視する必要がある。

　⑴ 軽減税率は事業者の事務負担、税制の簡素化、税
務執行コストおよび税収確保などの観点から問題
が多く、当面（税率10％程度までは）は単一税率
が望ましい。また、インボイスについては、単一
税率であれば現行の「請求書等保存方式」で十分
対応できるものと考えるので、導入の必要はない。

　⑵ 低所得者対策は現行の「簡素な給付措置」の見直
しで対応するのが適当である。

　⑶ 現在施行されている「消費税転嫁対策特別措置法」
の効果等を検証し、中小企業が適正に価格転嫁でき
るよう、さらに実効性の高い対策をとるべきである。

　⑷ 消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってより
重要な課題となる。消費税の制度、執行面におい
てさらなる対策を講じる必要がある。

５．マイナンバー制度について
○ 国は、制度の仕組みなどについて周知に努め、定着

に向けて取り組んでいく必要がある。
　 　また、マイナンバー運用に当たっては、個人情報の

漏洩、第三者の悪用を防ぐためのプライバシー保護
が十分に担保される措置を講じることが重要である。

基 本 的 な 課 題

平成28年度
税制改正に関する提言（要約）

Ⅰ.　税・財政改革のあり方

○厳しい財政状況を踏まえ、
� 国・地方とも行財政改革の徹底を！

○中小企業の力強い成長なくして
� 真の経済再生なし！

○�法人の実効税率を20％台に引き下げ、
� 軽減税率15％の本則化の実現を！

○�中小企業の円滑な事業承継のために
� 欧州並みの本格的な税制の創設を！

平成28年度税制改正スローガン

M I N A T O
全国大会　税制改正に関する提言
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○ マイナンバーによる国民の利便性を高めるために
も、e-TaxやeLTAXを利用した場合の申告納税手続
きの簡素化や各種手当等の申請手続きの簡略化を図
るべきである。同時に、システム構築面などで行政
側のコスト意識の徹底も求めておきたい。

６．今後の税制改革のあり方
○ 今後の税制改革に当たっては、①経済の持続的成長

と雇用の創出②少子高齢化や人口減少社会の急進展
③グローバル競争とそれがもたらす所得格差など、
経済社会の大きな構造変化④国際間の経済取引の増
大や多様化、諸外国の租税政策等との国際的整合性
――などにどう対応するかという視点等を踏まえ、
税制全体を抜本的に見直していくことが重要な課題
である。

Ⅱ．経済活性化と中小企業対策

１．法人実効税率20％台の早期実現
○ アジアや欧州各国との税率格差は依然として残って

いるうえ、社会保険料を含めた企業負担は年々高
まっており、国際競争力や外国資本の対日投資面な
どで懸念が指摘されている。こうした観点から、法
人の税負担は地方税を含めて軽減する必要があり、

「20％台」は早期に実現すべきである。

○ 税率引き下げの代替財源については、財政健全化目
標との関係なども踏まえれば、引き続き恒久財源の
確保を原則とすべきで、具体的財源は税制全般の改
革の中で検討されるのが望ましい。

　⑴ 我が国の立地条件や国際競争力強化などの観点か
ら、早期に欧州、アジア主要国並みの20％台の
法人実効税率を実現する。

　⑵ 代替財源として課税ベースを拡大するに当たって
は、中小企業に十分配慮すべきである。

２．中小企業の活性化に資する税制措置
　⑴ 中小法人に適用される軽減税率の特例15％を時

限措置ではなく、本則化する。また、昭和56年
以来、800万円以下に据え置かれている軽減税率
の適用所得金額を、少なくとも1,600万円程度に
引き上げる。

　⑵ 中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置
は、以下のとおり制度を拡充し、本則化すべきで
ある。なお、少額減価償却資産の取得価額の損金
算入の特例措置の適用期限が平成28年３月末ま
でとなっていることから、直ちに本則化すること
が困難な場合は、適用期限を延長する。

　　① 中小企業投資促進税制については、対象設備を
拡充したうえ、「中古設備」を含める。

　　② 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
については、損金算入額の上限（合計300万円）
を撤廃する。

３．事業承継税制の拡充
○ 我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経済の

活性化や雇用の確保などに大きく貢献しており、経
済社会を支える基盤ともいえる存在である。その中
小企業が相続税の負担等により事業が継承できなく
なれば、我が国経済社会の根幹が揺らぐことになる。

　⑴ 相続税、贈与税の納税猶予制度について要件緩和
と充実

　　① 株式総数上限（３分の２）の撤廃と相続税の納
税猶予割合（80％）を100％に引き上げる。

　　② 死亡時まで株式を所有しないと猶予税額が免除
されない制度を、５年経過時点で免除する制度
に改める。

　　③対象会社規模を拡大する。
　⑵ 親族外への事業承継に対する措置の充実
　⑶ 事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業

承継税制の創設

Ⅲ．地方のあり方

○ 地方分権の必要性は、国・地方の財政や行政の効率化
を図るだけでなく、地方活性化という観点からも強調
されてきた。そしてその基本理念が地方の自立・自助
にあることも指摘されてきた。政府が進める地方創生
でもこの基本理念を十分に認識する必要がある。

○ 我が国の財政を健全化するためには、国だけでなく
地方の財政規律の確立も欠かせない。地方交付税改
革をさらに進め、地方行政に必要な安定財源の確保
や行政改革についても、自らの責任で企画・立案し
実行していくことが重要である。

「アスティとくしま」会場前で菅原会長と桜井副会長

Y o k o s u k a  H o u j i n k a i
全国大会　税制改正に関する提言
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税目別の具体的課題　⑴ 地方創生では、さらなる税制上の施策による本社
機能移転の促進、地元の特性に根差した技術の活
用、地元大学との連携などによる技術集積づくり
や人材育成等、実効性のある改革を大胆に行う必
要がある。

　⑵ 広域行政による効率化の観点から道州制の導入に
ついて検討すべきである。基礎自治体（人口30
万人程度）の拡充を図るため、さらなる市町村合
併を推進し、合併メリットを追求する必要がある。

　⑶ 地方においても、それぞれ行財政改革を行うため
に、民間のチェック機能を活かした「事業仕分け」
のような手法を広く導入すべきである。

　⑷ 地方公務員給与は、国家公務員給与と比べたラス
パイレス指数（全国平均ベース）が是正されつつ
あるものの、依然としてその水準は高く、適正水
準に是正する必要がある。そのためには国家公務
員に準拠するだけでなく、地域の民間企業の実態
に準拠した給与体系に見直すことが重要である。

　⑸ 地方議会は、大胆にスリム化するとともに、より
納税者の視点に立って行政に対するチェック機能
を果たすべきである。また、高すぎる議員報酬の
一層の削減と政務活動費の適正化を求める。行政
委員会委員の報酬についても日当制を広く導入す
るなど見直すべきである。

Ⅳ．震災復興

○ 今年は５年間の集中復興期間の最終年となるが、被
災地の復興、産業の進展はいまだ道半ばである。今
後の復興事業に当たってはこれまでの効果を十分に
検証し、予算を適正かつ迅速に執行するとともに、
原発事故への対応を含めて引き続き適切な支援を行
う必要がある。また、被災地における企業の定着、
雇用確保を図る観点などから、実効性のある措置を
講じるよう求める。

Ⅴ．その他

１．納税環境の整備
２．租税教育の充実

法人税関係
１．役員給与の損金算入の拡充
２．交際費課税の適用期限延長

所得税関係
１．所得税のあり方
　⑴基幹税としての財源調達機能の回復
　⑵ 各種控除制度の見直し
　⑶ 個人住民税の均等割
２．少子化対策

相続税・贈与税関係
１．�相続税の負担率はすでに先進主要国並みで
あることから、これ以上の課税強化は行うべ
きではない。

２．�贈与税は経済の活性化に資するよう見直すべ
きである。

　⑴贈与税の基礎控除を引き上げる。
　⑵ 相続時精算課税制度の特別控除額（2,500万円）

を引き上げる。

地方税関係
１．固定資産税の抜本的見直し
○ 地価の動向は、全国ベースでは依然として下落が続

いているが、一方で三大都市圏では上昇に転じる傾
向にある。こうした中で固定資産税については負担
感が強いとの指摘がなされている。このため、都市
計画税と合わせて評価方法および課税方式を抜本的
に見直すべきである。

　 また、固定資産税は賦課課税方式であり、納税者自
らが申告するものではないことから、制度に対する
不信感も一部見受けられる。地方自治体は、納税者
に対して分かり易い説明をすることが求められる。
２．事業所税の廃止
３．超過課税
４．法定外目的税

その他
１．配当に対する二重課税の見直し
２．e-Tax（電子申告）

税理士による代理送信で e-Tax の利用を!!

（公社）横須賀法人会はe-Taxでの申告・納税を積極的に推進します。

e-Tax 利用推進運動展開中！
e-Tax宣言!!

M I N A T O
全国大会　税制改正に関する提言
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人生において目標を持たせることがいかに大切か、常
に『打倒江川』『打倒東海大相模』『甲子園優勝』と目標
に向かって、来る日も来る日も厳しい練習をしてきまし
た。最後の夏に、東海大相模に敗れて終わったのも、私
らしいと思っています。―講演内容より抜粋―」

50年にわたるたくさんの選手とのエピソードは、昭和
48年に初の全国優勝した時の甲子園球場のあの熱い実況
が甦ってくるような場面の、選手との駆け引きから始まっ
て、鮮明な記憶とともに語られ、尽きることがなかった。

横浜高校野球部前監督　渡
わたなべ

辺 元
もとのり

智 氏

関心の高い講演会に会場は埋め尽くされた

講
演
会
の
冒
頭
に
主
催
者
代
表
で

挨
拶
す
る
立
石
文
彦
青
年
部
会
長

　三浦半島青年団体交流会は、主催する横須賀法人
会青年部会と、横須賀市・三浦市の商工会議所青年
部、青年会議所、横須賀青年八日会の６団体が、団
体の垣根を越えて繋がり、共に次代のよりよい三浦
半島の将来について意見を交わし、協力して行こう
というもの。
　当日は、各青年団体からの100名と法人会会員
70名、一般市民180名等、総勢350名が参加した。

10月19日、横浜高校野球部前監督の渡辺元智氏の講
演会が、三浦半島青年団体交流会主催で一般に公開さ
れて開催された。（於：セントラルホテル）

今夏限りで監督生活を引退した渡辺氏は、甲子園通算
51勝、甲子園全国優勝　春３回・夏２回、日本代表監督
として、三度の国際大会に出場し優勝２回・準優勝１回
等々輝かしい実績を残し、多村仁志（横浜DeNA）・松
坂大輔（福岡ソフトバンク）・成瀬善久（東京ヤクルト）
涌井秀章（千葉ロッテ）・石川雄洋（横
浜DeNA）・筒香嘉智（横浜DeNA）な
どの現役を含む57名のプロ野球選手を
輩出してきた。また、横須賀市出身の
上地雄輔（芸能人）も同高野球部の
OBであることは有名だ。

目標を持った人生を
渡辺氏は「50年を振り返ると、光陰矢の如しでした。

20歳でコーチになった時は、日本一長い練習をやれば
勝てると思って、車のライトを照明代わりにして夜遅く
まで練習をしました。今のような技術論も理念も持たず、
設備もない環境で、当時の選手たちはよく我慢し創意工
夫したと思います。時代は変わって、現在は本当に恵ま
れた環境の中で野球ができています。

しかし、やはり一生懸命、死に物狂いで戦った者同士
にのみ真の明暗があります。そのためには、楽しくやら
せることも大事ですが、長く厳しい練習で力がつくと確
信し、厳しい姿勢で臨んできました。甘やかすことこそ
が一番人間をダメにするのです。

そして、試合で勝利するよりも敗北から学んだことが
多く、それは、指導者、親として人生の経験者であり年
輩者である私自身が人間を磨かない限り、チームは強く
ならないし、次の時代に本当によい子供たちが育たない
ということを教えてくれたのです。

監督生活50年を振り返って…
横浜高校野球部前監督 渡辺元智氏講演会

Y o k o s u k a  H o u j i n k a i
青 年 部 会
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　９月２日、女性部会は、横須賀税務署法人課税第１
部門柳元 剛上席を講師
に「どうなるマイナン
バー制度～会社の実務と
対応～」と題して一般公
開で研修会を開催した。
 （於：横須賀商工会議所）

義
援
金
を
手
渡
す
菅
原
会
長
㊨
と

ネ
パ
ー
ル
駐
日
大
使

マ
ダ
ン
ク
マ
ー
ル
バ
ッ
タ
ラ
イ
氏

柳元上席㊧の分かりやすい説明を熱心に聴く皆さん

　10月２日、南部地区会親睦旅行が実施された。今年は、
東京・汐留にある浜離宮恩賜庭園の手入れの行き届いた
庭とコスモスを鑑賞してから、航空科学博物館見学、成
田山新勝寺参拝と千葉・成田方面まで足を伸ばした。

　９月27日、南部地区会は京急久里浜ウイング前で
献血活動を実施した。呼びかけで58名の方が協力、
45名から尊い献血を受けた。写真㊤

　９月７日、菅原会長は東京都目黒区のネパール大使
館を訪れ、４月のネパール大地震に対して募った当会
会員の義援金45万円を、マダン・クマール・バッタ
ライ駐日大使に直接手渡した。
　菅原会長は、お見舞いとともに少しでもお役に立て
たらと述べ、バッタライ大使は感謝の意を述べ、感謝
状を渡した。

　９月11日、三浦地区会は恒例の米海軍第７艦隊音
楽隊のコンサートを開催した。（於：「うらり」三浦市
民ホール）写真㊨
　ジャズのスタンダードナンバーからアメリカンポッ
プス、日本の歌謡曲まで18曲を演奏し、450名満員
のホールは、素晴らしい演奏に酔いしれた。あっとい
う間の至福の２時間を過ごした観客からは、早くも来
年のコンサートを熱望する声があがった。

女性部会がマイナンバー研修会

ネパール駐日大使に義援金を託す

献血活動と親睦旅行会開催

うらりで米海軍第7艦隊音楽隊コンサート

M I N A T O
活 動 報 告
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（３）帰国した場合
　この規定の適用を受けた者が、国外転出の日から
５年を経過する日までに帰国をした場合において、
引き続き課税対象となった有価証券等を有していた
時は、課税を取り消すことができます。

（４）納税猶予
　国外転出時課税制度は、実際には譲渡していない
株式等について課税されてしまうため、一定の手続
きにより納税猶予の規定が設けられています。

（５）�贈与等により非居住者に有価証券等が
移転する場合�

　居住者の有する有価証券等が贈与、相続または遺
贈により非居住者に移転した場合には、その贈与、
相続または遺贈の時に、時価でその有価証券等の譲
渡等があったものとみなされます。

（６）おわりに�
　今回の制度は、海外に移住する富裕層に対する新
たな課税制度と言えます。しかし、一時的な出国者
に対しても課税されてしまうため、納税猶予や課税
取り消しの制度が設けられています。所定の手続き
を期限までに行って認められるものですから、この
制度の適用対象者になるのかどうかを把握して、適
切な手続きを行うことが必要です。

　平成27年７月１日以降に一定の居住者が国外転
出をする場合には、その国外転出時に有価証券等の
譲渡等があったものとみなして、所得税が課税され
ることになりました。 
　今回は、国外転出時課税制度について解説をしま
す。

（１）制度が設けられた理由
　株式等の譲渡益については、売却した者の居住地
国に課税権があるとされていたため、国内で保有し
ていた株式等を出国先の譲渡益非課税国で売却する
ことで、課税逃れができてしまいます。その防止策
として創設された制度です。

（２）内　容
①対象者�
　国外転出（国内に住所及び居所を有しないことと
なること）時に保有していた有価証券等の評価額が
１億円以上の者であり、かつ、国外転出の日前10
年以内に５年超国内に居住していた者が対象となり
ます。海外永住する人だけでなく、海外駐在や留学
を目的とする人も対象に含まれます。
②課税対象資産
　有価証券、未決済信用取引等、未決済デリバティ
ブ、匿名組合出資持分、ストックオプションが課税
対象資産となります。海外赴任の際には、注意が必
要です。
③課税対象金額
　国外転出の前に確定申告書の提出をする場合は、
国外転出の予定日の３月前の日の時価、国外転出後
に確定申告書の提出をする場合は、国外転出時の時
価で譲渡したものとみなされます。

国外転出時課税制度について

Vol. 67

ポ イ ン ト
税 理 士 さ

ん の

ア ド バ イ ス
ワン

東京地方税理士会 横須賀支部 税理士　外
と の む ら

村 貴朗

にせ税理士に
注意してください！

東京地方税理士会横須賀支部

横須賀市平成町2-14-4 横須賀商工会議所３階

ＴＥＬ  0 4 6 ー 8 2 4 ー 4 1 9 3

に
せ
税
理
士
に
ご
注
意
!!

●法人会は、創設60年を超える全国で80万社が加入する団体です。
●会社経営に役立つ税知識や経営情報を提供します。
●さまざまな業種の人と出会いは、新しいつながりとビジネスを生み出します。
●法人会への参加が税に関する提言や社会貢献の力になります。

会員募集中! なぜ？80万社の社長たちは『法人会』に入会したのか！

お問合せ：
法人会事務局

TEL 825-7100

Y o k o s u k a  H o u j i n k a i
税理士会のページ
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が大きな要因になるからです。それが更に次のサイク
ルに影響し好循環になります。しかし、注意しなけれ
ばならないのは、実際には、これとは逆の悪循環に陥
ることもあることです。

このように、医療の質の追求が組織全体のパフォー
マンス向上につなげることができます。この際、常に
意識しなければならないのは、このシェーマが適切に
運用されているか否かの視点を持ち続けることだと思
います。

Ｑ．医療の質はどのように評価されるのでしょうか？

Ａ．医療の質を評価する際に、《構造（structure）》、
《過程（process）》、《結果（outcome）》を使用する
ことが推奨されています（図-1、Donabedian,1966）。

まず、構造（structure）としては、施設構成、設備、
人員配置等、その医療機関の持つ基本的能力です。こ
の中には、立地条件なども含まれると思います。これ
が、各医療機関の活動を規定する最重要因子です。

次に、過程（process）においては、行われている
医 療 行 為 の 適 正 性、 効 率 性 な ど が 問 わ れ ま す。
process は、工程、処理などの意味もありますが、
処理の工程が効率的に行われているか否かを判定し改
善を図る手段にしなければなりません。

最後に、結果（outcome）ですが、一連の医療行
為によって齎（もたら）される最終的な状態です。結
果の如何によっては、次の構造の再構築に影響し、こ
れが次の過程の規定因子になるという《円環構造》を
なしているのだと考えられます。

これを、実際の《病院運営におけるシェーマ》とし
て述べていこうと思います（図-2）。このシェーマは、
前述したように円環構造をなしています。この先、便
宜的に時計方向に回ると仮定して話を進めます。まず、

《構造》が充実されると医療提供体制が強化され、そ
れと相まって臨床面で医療行為が効率化し、高度化が
図れるようになると思われます。

このような状況下では、《過程》を客観的に評価す
るうえで、所謂《臨床指標》を使用することが求めら
れるようになります。《臨床指標》の評価により適切
な医療の質の向上と、医療提供の効率化が図れるよう
になります。

そして、《結果、outcome》としては、必要な利益
の確保が図れるようになり財務の面で更に発展する契
機（モメント）が得られます。それは、人員増や医療
設備への投資、インフラの改善などが可能になること

地域医療振興協会  横須賀市立市民病院　横須賀市長坂1−3−2　TEL 856−3136　FAX 858−1776

横須賀市立市民病院　病院長
横浜市立大学　名誉教授

　石
いし

ヶ
が

坪
つぼ

良
よし

明
あき

 先生健康相談 No.127
誌上

厚 生 委 員 会

医療の質と病院運営について

図-2：病院運営

図-1：A Donabedian（1966）

病院運営 臨床指標を評価し医療の質
向上を図り、医療提供体制
を効率化する

質の追求が組織
全体の業績向上
につながる

必要な利益を確保する医療行為を充実させる

人員増・設備への投資医療提供体制を強化する

臨床 財務

過程
Process

結果
Outcome

構造
Structure

結果
outcome
医療によって
�引き起こされる
最終的な結果

過程
process

行われている医療行為における
適正性構造

構造
structure

構造、設備、人員配置等、
その医療機関の持つ基本的能力

M I N A T O
誌上健康相談



10 〒238-0005 横須賀市新港町1番地8  横須賀地方合同庁舎5階　☎046-823-0858横須賀労働基準監督署

労働基準監督署からのお知らせ

平成27年分 年末調整等説明会開催のお知らせ

２．携行品…①郵送された『年末調整のしかた』等の説明資料　②出席票兼関係用紙請求書　③筆記具
３．平成27年分法定調書及び同合計表の提出…平成28年２月１日までに税務署へ提出してください。
４．�給与支払報告書及び同合計表の提出…平成28年１月１日現在の受給者の住所地の市町村毎に取りまとめ、平成28年２

月１日までに各市町村に提出してください。
５．お願い…①対象地域の開催日に都合の悪い方は、どの会場でも結構ですからご出席ください。
　　　　　　②説明会場には、公共交通機関等でお越しいただくようお願いいたします。
　　　　　　（�横須賀地方合同庁舎の駐車台数に限りがあり、説明会開始時間までに説明会場に入場できないことが予想されます。）
　　　　　　詳しくは、横須賀税務署（☎046-824-5500）へ。

１．説明会日程
開催年月日 開催時間 対象地域等 説明会場

27年11月20日㈮ 13時30分～16時 三浦地区 三浦市総合体育館・潮風アリーナ
三浦市初声町入江169

27年11月25日㈬ 13時30分～16時 大津・浦賀地区 横須賀地方合同庁舎�２階共用会議室
横須賀市新港町1-8

27年11月26日㈭
9 時30分～12時 久里浜・北下浦・西地区

13時30分～16時 追浜・田浦・衣笠地区

27年11月27日㈮
9 時30分～12時

本庁・逸見地区
13時30分～16時

Y o k o s u k a  H o u j i n k a i
税務署からのお知らせ・労働基準監督署からのお知らせ
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支　部 法人名 代表者名 所在地 電　話 業　種

北部地区会
田浦 ㈱アミカルケアサービス 藤田　　孝 田浦町3-1-20 860-1477 介護事業
中央第１地区会
大滝小川 ㈱かねこハウス 金子　弘光 大滝町2-14 827-8811 不動産業
米が浜日の出 ㈱友 岡田　友昭 日の出町1-2-2明香ビル1003 876-6124 飲食・イベント業
南西地区会
佐野 けい㈱ 野田　正則 佐野町5-30 854-9365 卸売業
東部地区会
大矢部 ㈱いづみ企画 和田　光正 佐原1-4-10 835-2961 不動産管理
大矢部 ＊ 児山　照子 佐原3-19-12 835-7328
根岸 ㈱オークマ 大熊　雅人 根岸町2-4-50 835-3555 塗装業
南部地区会
浦賀西 ㈱ナガイトータルプランナー 永井眞理子 西浦賀5-27-2 843-2557 不動産業
久里浜中央 ㈱アンディーン 前島　武人 久里浜5-10-9 845-6932 製造業
久里浜中央 ＊ 工藤昭四郎 久里浜7-5-1-703 090-1431-8607
三浦地区会
三崎第3 三崎水産加工㈿ 石上　　昭 三崎町城ヶ島658 882-2216 協同組合
　＊は賛助会員です

─ 広げよう会員の輪 ─
近くの会員企業を利用しましょう （平成27年8月〜27年10月　順不同・敬称略）

 会員紹介 新

　10月18日、３年に１度自衛隊の最高指揮官・内閣
総理大臣が艦隊を観閲する「観艦式」が挙行された。
　事前公開とともに、一般市民も艦船に乗ることがで
きるなど毎回大人気の行事で、相模湾沖での体験航海・
護衛艦の一般公開・夜の艦船イルミネーションに演奏
会・パレード等々、本番当日の18日までの１週間は
横須賀市を中心に様々なイベントで彩られた。
　今回は、全国の海上自衛隊の艦船36隻に加え、ア
メリカ・オーストラリア・インド・フランス・韓国の
艦艇も参加し、アメリカ海軍原子力空母ロナルド・レー

ガンも飛び入りで参加
するサプライズも。ブ
ルーインパルスやオス
プレイなど航空機もイ
ベントに花を添え、壮
観な観艦式となった。

壮観な観艦式航海のようす（相模湾沖）

掃海母艦「ぶんご」艦上で演奏する大湊音楽隊

自衛隊観艦式2015挙行

●内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページ
　　http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
●コールセンター（全国共通）　0570-20-0178　平日　9:30〜22:00　土日祝　9:30〜17:30
●国税庁ホームページ
　　http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/index.htm

マイナンバー「社会保障・税番号制度」の詳細やお問い合わせは

M I N A T O
観艦式・新会員紹介・お知らせ
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